
　平成28年度以降実施する各種全国競技大会等（以下、競技大会）の参加料の徴収については、

以下の方法とする。

１　参加料について

団体・・

個人・・

注意事項

１　団体及び個人の両方に出場する学校は、合計金額を支払う。

　　　※団体登録する出場者からは、個人参加料は徴収しない。

２　団体出場の補欠からは徴収しない。

３　ワープロ競技大会の個人出場に対する補助生徒（マネージャー）は徴収しない。

２　参加料を徴収する競技大会

珠算・電卓競技大会

簿記コンクール

ワープロ競技大会

情報処理競技大会

英語スピーチコンテスト

生徒商業研究発表大会

３　参加料の徴収方法について

　 徴収方法の流れ（各競技大会ごとに行う）

① ②

    ※取りまとめは、各都道府県の状況に応じて決定する。

①【全国大会参加校→都道府県本部校・実行委員会】

②【都道府県本部校・実行委員会→全商協会】

（ア）参加料の支払いは、競技大会ごとに都道府県内分を一括して全商協会の指定口座へ振込み

　　　とする。

　　　※現金での受領は行わない。（ただし、大会当日追加徴収を除く）

（イ）振込期限は、競技大会の申込締切日までとする。

（イ）参加料の支払い方法については、各都道府県ごとに決定する。

各種全国競技大会等の参加料の徴収方法について

5,000円＋1,000円×団体参加人数

一人当たり2,000円

（ア）全国大会への参加が決定次第、全国大会参加校は速やかに都道府県本部校・実行委員会へ

　　　参加料を支払う。

　　　支払方法は、現金もしくは指定口座への振込とする。
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